
          公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ 

 

 次のとおり提案書の提出を求めます。 

  令和８年２月６日 

                                     世田谷区 

 

１ 業務概要 

（１）件名 

   世田谷版地域包括ケア１０年振り返り及び世田谷区地域保健医療福祉総合計画中間見直し支援

業務委託 

（２）業務内容 

    世田谷区では地域包括ケアに取り組み令和 7年度（2025年度）に 10年を迎える。これまでの

10年の振り返り及びこれからの 10年の取組みについて考えていく。 

また、区では地域包括ケアシステムを「世田谷版地域包括ケアシステム」と称し、「世田谷区 

地域保健医療福祉総合計画（令和 6～13年度）」（以下、「総合計画」という。）に取り組みを包含

し策定している。 

区を取り巻く社会情勢も大きく変化していることから、今日の福祉の考え方に立ちつつ、国や

都の動向を鑑み、その方針や内容等を反映しながら、令和８、９年（2025、2026年）度の２か年

で、地域包括ケア１０年の振り返り及び総合計画の中間見直しを行っていく。 

そのため、過去に行政計画策定支援等の実績を備え、各種調査・報告・先行事例等の調査・分

析、区民意識の分析、および国の動向などに基づく専門的見地から、計画の策定支援に携われる

事業者に地域包括ケア１０年の振り返り及び総合計画の中間見直し支援業務を支援する業務の

委託を行うものである。 

（３）履行期間 

   地域包括ケア１０年振り返り及び総合計画中間見直し策定業務の期間を令和８年（2026年）度（令

和８年（2026年）５月初旬～令和９年（2027年）３月３１日）、総合計画中間見直し策定業務の期

間を令和９年（2027年）度（令和９年（2027年）４月１日～令和１０年（2028年）３月３１日）

と想定して、業務の委託を予定し、本プロポーザルを実施するものである。 

契約は、毎年３月３１日までの会計年度を単位とし、履行に不備が無く、受託事業者にコンプラ

イアンスに反する事項など継続して業務を委託し難い状況が無い限り、随意契約により、引き続い

て業務を委託することを予定する。 

 

２ 参加資格 

次の要件をすべて満たす法人であること。 

（１）世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること 

（２）地方自治法施行令第 167条の４第１項の規定に該当する者でないこと 

（３）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと 

（４）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと 

（５）世田谷区や他自治体において地域包括ケアの推進に関する支援業務に従事した実績があること 

（６）「世田谷版地域包括ケア１０年振り返り及び世田谷区地域保健医療福祉総合計画中間見直し支援



業務委託選定委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。 

 委 員 長：保健福祉政策部長 田中 耕太 

 副委員長：保健福祉政策部保健福祉政策課長 望月 美貴 

委  員：高齢福祉部高齢福祉課長 佐藤 秀和 

委  員：障害福祉部障害施策推進課長 須田 健志 

委  員：子ども・若者部子ども・若者支援課長 寺西 直樹 

委  員：世田谷保健所副所長健康企画課長事務取扱 桐山 徳幸 

 

３ 提案書の提出者を選定するための基準  

本件では提案書提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 

 

４ 提案書を特定するための評価基準 

（１）本件業務を行うために必要な社会福祉に関する理解度および課題認識等のレベル 

（２）計画策定に関する情報収集・調査研究能力、業務履行の信頼度 

（３）実施体制（配置人材、業務責任者等の経験や資格、区との連絡体制等） 

（４）本件に類似する事業の実績 

（５）見積もり金額の妥当性 

（６）プレゼンテーションでの説明内容の明確性、的確性 

 

５ 手続き等 

（１）担当部課 

  〒154-8504 世田谷区世田谷四丁目２１番２７号（世田谷区役所第２庁舎２階 ２３番窓口） 

  世田谷区保健福祉政策部保健福祉政策課 

  電話：03-5432-2427  ファクシミリ：03-5432-3017 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

  期間：令和８年２月６日（金）から令和８年２月２０日（金）まで 

  場所：世田谷区ホームページでの閲覧 ／ 方法：区ホームページからのダウンロードによる 

     世田谷区トップページ→区政情報→契約・入札情報→発注情報 

→現在実施中のプロポーザル情報→福祉・健康 

ページ番号：31024 

     URL： https://www.city.setagaya.lg.jp/02014/31024.html 

（３）参加表明書の受領期限、提出場所及び方法 

  期限：令和８年２月２０日（金）１５時まで（必着） 

  場所：上記（１）担当部課に同じ 

方法：持参または郵送（締切日必着。郵送は書留郵便に限る。） 

（４）提案書の提出期限並びに提出場所 

  期限：令和８年３月２４日（火）１５時まで（必着） 

  場所：上記（１）担当部課に同じ 

方法：原本及び副本を電子メールにて、ＰＤＦデータを提出すること 

（５）プレゼンテーションの実施について 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02014/31024.html


  提案書の審査による上位５者を対象にしてプレゼンテーションを実施する。 

  実施日、実施場所等については、上記対象者に対し、第一次審査結果通知とともに通知する。 

 

６ スケジュール 

説明書交付期間         ２月 ６日（金）～２月２０日（金） 

参加表明書の受領期限      ２月２０日（金）１５時まで 

招請通知発送          ２月２５日（水） 

質問提出期限           ３月 ３日（火）１５時まで 

    質問回答発送          ３月１２日（木） 

提案書提出期限         ３月２４日（火）１５時まで 

    第一次審査（提案書審査）    ４月上旬～４月中旬（予定） 

 第一次審査結果通知  ４月中旬（予定） 

    第二次審査（プレゼンテーション）４月下旬（予定） 

    第二次審査結果通知       ４月下旬（予定） 

 

７ その他  

（１）本件は、令和８年度予算の配当を条件として契約する。 

（２）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（３）契約保証金 免除 

（４）契約書作成の要否 要 

（５）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方（受託者）との随意

契約により締結する予定の有無 「無」 

（６）本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することはできない。 

（７）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定し

た理由（審査経過等）を公表することができる。 

（８）提案書類等の著作権は応募者に帰属するが、区において情報開示等が必要な場合は、当該提案書

類等の内容を無償で使用できるものとする。また、提案書等の提出物は返却しない。 

（９）提案に係る一切の書類に虚偽があると認められた場合は、当該提案は無効とする。 

（10）提出書類を郵送で提出する場合、未着・遅延については、理由の如何にかかわらす、区では責任

を負わない。 

（11）提出期限以降の参加表明書及び提案書の差し替え又は再提出は認めない。 

（12）本提案に係る一切の費用については、すべて提案者の負担とする。 

（13）詳細は説明書による。 


